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下水道工事施行承認申請等に関する
注意事項及び連絡事項について

上下水道局下水道施設課管渠維持係

次第

道路内施工時の注意点
下水取付管等の施工上の注意点
下水道工事施行承認申請の工事下検査の注意点
下水道設計基準の変更について（R7.4〜）
標準構造図の変更について（R7.4〜）
公共桝及び取付管設置基準の廃止ついて（R7.4〜）
下水道台帳の閲覧及び印刷について
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道路内施工時の注意点

① 道路内に埋設されている他の埋設物の事前調査
⇒ 破損事故等がないように注意すること
⇒ 破損した場合は、早急に埋設物の管理者および下水道施設課

管渠維持係に連絡
（排水設備申請の工事はサービス課排水係を通じて下水道施設課管渠維持

係へ連絡）

② 事前調査情報と埋設位置のズレまたは所管不明の埋設
物の発見による埋設方法の変更

⇒ 埋設物の管理者および下水道施設課管渠維持係に連絡・協議
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下水取付管等の施工上の注意点

① 下水本管接続に伴う人孔との離隔
⇒ １ｍ以上（管の芯々間ではなく、外々間）

② 下水本管接続に伴う取付管との離隔
⇒ 取付管同士の穿孔間隔は、1.0ｍ以上（中心間距離）

③ 下水取付管と水道、ガス等の他の取出管との離隔
⇒ 対象施設により30〜50ｃｍ以上（管の芯々間ではなく、外々間）

④ 曲管の使用
⇒ 連続使用は避けること

60 °以下の曲管又は45°以下の自在曲管（φ100）
75 °以下の曲管又は60°以下の自在曲管（φ150）
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⑤ 支管
⇒ 90°支管 番線又はメカニカル継手を使用

本管の管頂から60°以内に接続
※管の削りかすや削孔部残骸などの異物が下水道に流入しないこと

⑥ 既設側溝下に布設する場合
⇒ さや管（鋼管）を設置

⑦ 開発行為等で実施する割込人孔
⇒ 水道管、ガス管等の既設埋設物との基準離隔が確保できない場合は、

下水管は自然流下であるため原則、支障埋設物を切り回す

⑧ 既設取付管撤去に伴う支管閉塞
⇒ 取付管の残支管の口元にキャップをはめ、接着剤で確

実に止水閉塞、雨水ボックスはボックス用90°支管を使
用して、同様に閉塞

⑨ 市に引き継ぐにあたりテレビカメラ検査を行う。
⇒ φ90㎜のカメラが公共桝から本管までスムーズに到達するこ

とが合格の条件
⇒ 自在曲管が逆折れしている（継手部に水溜りができる）場合

は、再施工指示
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下水道工事施行承認申請の下検査の注意点

自在曲管の逆折れの事例
【取付カメラ検査での画像】

＜逆折れ＞

自在部の下側が開いている

＜正しい施工例＞

自在部の上側が開いている
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取付管破損の事例
・バックホウによる破損

・転圧時の石によるへこみ

取付管破損の事例
・自在曲管破損

・扁平
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取付管下検査の例

① 下検査実施依頼の必要書類等
⇒ 工事竣工台帳（鑑、位置図、本管、取付管平面図、縦断図、

曲管箇所図、オフセット図、工事写真）
（本舗装前に提出し検査を受けること）

② 下検査日
⇒ 原則毎週木曜日午後に実施、必要書類は火曜日までに提出

※ 期日を過ぎた場合は次週の検査
※ 検査件数が多い時は、日程調整となる場合あり
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③ 検査前・検査当日
⇒ テレビカメラを使用するため、管内を洗浄し、汚れや土砂

等がないようにする
⇒ 現場の施工を把握している者が、測量道具（メジャー等）

を持参して立ち会う

④ 検査内容
⇒ テレビカメラによる本管及び取付管の接合状況確認
⇒ 本管及び人孔内の目視確認、点検ミラーによる本管目視確認、

曲管箇所の確認
⇒ 管路延長、人孔深、オフセットの実測値の確認

⑤ 下検査合格後
⇒ 本舗装後、完成届鑑と本舗装の施工・完了写真を提出する
⇒ 完成届に不備がなければ引渡しとなる
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下水道設計基準の変更について
（R７.４〜）

変更①

変更②

変更③
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変更④

変更⑤

変更⑥

標準構造図の変更について
（R７.４〜）
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標準構造図 107-1

標準構造図 201-1〜3、213

①

④

①
②

④

③
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公共桝及び取付管設置基準の廃止について
（R７.４〜）

≪基準の廃止≫
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承認工事_下検査チェックリストの変更について
（R７.４〜）

変更①

変更②

変更③
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下水道台帳の閲覧及び印刷について

① 下水道台帳の閲覧
⇒ 令和５年度にインターネット上で、閲覧可能となりました。

これに伴い、窓口での閲覧は廃止しました。
また、窓口は相談等のみ、対応します。
窓口 西庁舎５階 下水道施設課管渠維持係

西庁舎６階 サービス課排水係

② 下水道台帳の印刷
⇒ 廃止しました。一部、反映されていない情報のみ印刷可と

します。（他課からの移管管渠、R６年度工事分など）
※印刷料金・支払い窓口については変更なし
（A3判カラー印刷︓20円／枚）


